
議第 13号議案  

  

   山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する事案の真相究明を求め  

   る決議  

 

 山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する事案の真相究明を求めることにつ

いて決議するため、次のとおり提出する。  

  

   令和８年１月 28日提出  

   

    横浜市会議員  

      青  木  亮  祐     東    みちよ     伊  波  俊之助  

      磯  部  圭  太     おさかべ さやか     大  桑  正  貴  

      鴨志田  啓  介     川  口    広     黒  川    勝  

      小  松  範  昭     佐  藤    茂     佐  藤  祐  文  

      斉  藤  達  也     酒  井    誠     清  水  富  雄  

      渋  谷    健     白  井  亮  次     鈴  木  太  郎  

      瀬之間  康  浩     関    勝  則     田野井  一  雄  

      長谷川  琢  磨     福  地    茂     伏  見  幸  枝  

      藤  代  哲  夫     増  永  純  女     松  本    研  

      山  下  正  人     山  田  一  誠     横  山  正  人  

      横  山  勇太朗     渡  邊  忠  則     安  西  英  俊  

      市  来  栄美子     尾  崎    太     木  内  秀  一  

      行  田  朝  仁     久  保  和  弘     斉  藤  伸  一  

      髙  橋  正  治     竹  内  康  洋     武  田  勝  久  

      竹野内    猛     中  島  光  徳     仁  田  昌  寿  

      福  島  直  子     望  月  康  弘     越久田  記  子  

      大  岩  真善和     かざま  あさみ     田  中  ゆ  き  

      髙  田  修  平     中  山  大  輔     花  上  喜代志  

      藤  崎  浩太郎     麓    理  恵     森    ひろたか 



      谷田部  孝  一     山  浦  英  太     いそべ  尚  哉  

      伊  藤  くみこ     大  山  しょうじ    柏  原  すぐる  

      くしだ  久  子     坂  井    太     田  中  紳  一  

      熊  本  ちひろ     こがゆ  康  弘     坂  本  勝  司  

      深  作  祐  衣     二  井  くみよ     横  溝  じゅん子 

      宇佐美  さやか     大和田  あきお     白  井  正  子  

      古  谷  靖  彦     み  わ  智恵美     関    嵩  史  

      山  田  桂一郎     太  田  正  孝     井  上  さくら  

      梶  村    充     輿  石  かつ子     荻  原  隆  宏  

      長谷川  えつこ     大  野  トモイ      



   山 中 竹春 市 長 によ る 暴 言や 誹 謗 中傷 に 関 す る 事案 の 真 相究 明 を 求め     

る 決 議  

 

来 る 令 和 ８ 年度 は 、 現在 策 定 中の 新 た な中 期 計 画 が スタ ー ト し今 後 ４ 年間 の 市

政 運 営 の 方 針が 定 ま って い く 時 期に 当 たり 、 令 和 ９ 年３ 月 に はい よ い よ 上瀬 谷 の

地 で GREEN×EXPO 2027が 開 幕 す ると い う本 市 に と っ て極 め て 重要 な 案 件が 続 い て

い く 一 年 で ある 。 そ の令 和 ８ 年 度に 向 け、 新 年 度 予 算等 の 審 議・ 審 査 を 行う 第 １

回 市 会 定 例 会を 間 近 に控 え る 時 期に 、 山中 竹 春 市 長 が市 職 員 に対 す る 暴 言等 の パ

ワ ー ハ ラ ス メン ト や 市会 議 員 に 関す る 誹謗 中 傷 に 当 たる 疑 い のあ る 言 動 を行 っ た

と す る 記 事 が週 刊 誌 に掲 載 さ れた 。  

週 刊 誌 に 実 名で 告 発 した 総 務 局人 事 部 長が 記 者 会 見 を行 う 一 方で 、 市 長も 声 明

を 発 表 し 、 さら に は 記者 会 見 も 行う 中 で、 発 言 の 一 部を 認 め て謝 罪 し た もの の 、

容 姿 や 外 見 に関 す る 誹謗 中 傷 な どに つ いて は 否 定 し た。 こ の よう に 、 双 方の 主 張

にはいまだに隔たりがあり、現時点では本件事案に関する真相が全て明らかになっ

た とは 言 え な い。  

市 長 に よ る パワ ー ハ ラス メ ン ト等 の 疑 惑が 払 拭 さ れ てい な い 現在 の 状 況は 、 横

浜 市 民 、 市 会議 員 、 市職 員 の 中 で市 長 及び 横 浜 市 政 に対 す る 深刻 な 不 信 感を 生 じ

さ せ て い る 。仮 に 報 道さ れ て い る言 動 が事 実 で あ る なら ば 、 今後 の 市 政 運営 や 市

職 員 の 執 務 環境 、ひ い て は横 浜 市 政に 対す る 市 民 か らの 信 頼 に も 重 大 な影 響 を 及

ぼ す こ と は 明 白 で あ る 。 こ う し た 中 で 市 民 の 信 頼 等 を 取 り 戻 す た め に は 、 市長

が 説 明 責 任 を果 た し 、一 日 も 早 く自 身 にか け ら れ て いる 疑 惑 を払 拭 し な けれ ば な

ら な い 。 ま た、 本 件 事案 に 関 し て市 長 にか け ら れ た 疑惑 を 晴 らす に は 、 市長 ら に

よ る 恣 意 的 な調 査 が 行わ れ る こ との な いよ う 、 公 正 性・ 中 立 性が 担 保 さ れた 中 で

調 査 が 行 わ れ、 さ ら には 、 そ の 内容 が 市民 や 市 会 に 対し て 広 く明 ら か に され る こ

と が 必 要 で ある 。  

よ っ て 、 横 浜市 会 は 、次 に 掲 げる 事 項 につ い て 強 く 要望 す る 。  

１  市 長 の 影響 が 及 ぶこ と の な い、 公 正・ 中 立 で 専 門性 を 有 した 第 三 者 的な 組 織

に よ り 、 本 件事 案 の 真相 究 明 に向 け た 調査 を 実 施 す るこ と 。 また 、 調 査の 進 捗

状況及び結果については、市会に報告するとともに広く市民にも報告すること。  

２  本 件 事 案 の 真 相 を 明 ら か に す る た め に は 市 職 員 へ の 調 査 が 必 須 と な る が 、



 

 

そ の 際 、総 務 局 人 事 部 長 を は じ め今 後 の調 査 に 協 力 する 職 員 に対 す る 不当 ま た

は 不 利 益 な 取扱 い を 決し て 行 わな い こ と。  

以 上 、 全 会 一致 を も って 、 決 議す る 。  

 

   令 和 ８年 １ 月 28日  

 

横 浜 市 会    


